
ときはベッドから離れる、ベッドを眠
る以外で使わないといったことを徹底
する必要があります。そうすることで
次第に「寝床→睡眠」という習慣が定
着するようになります。
　睡眠制限法とは眠りが浅いときはあ
えて、遅寝・早起きをするという方法
です。体内時計は遅い時間にずれよう
とする傾向があるため、眠気もないの
に普段より早く寝ようとしてもなかな
かうまくいきません。「眠れないけど、
とりあえずベッドにいよう」とか「朝、
早く目が覚めたけど、もう少しベッド
にいよう」と思ってベッドで悶々とす
る時間を増やすと不眠はますますひど
くなってしまいます。眠れないときや
眠りが浅いときには、あえてベッドに
入る時刻を遅くすることで睡眠圧（体

が眠ろうとする力）を高め、十分眠気
が強くなってからベッドに入るほうが
楽に入眠でき、また睡眠は深くなりま
す。そして朝起きたらしっかりと光を
採り入れて体内時計の針を進めるよう
にすると、次第に眠くなる時間が早い
時間に進んでいき、良質の睡眠を取れ
るようになるでしょう。ただしせっか
く寝る時間を短縮して睡眠圧を上げて
いるのに、昼寝で睡眠圧を逃しては元
も子もありません。日中眠くなったと
きはストレッチしたり、動いたりする
とか、それでもどうしても眠くて仮眠
を取る場合でもできるだけ30分以内に
とどめるようにして、夜の睡眠を邪魔
しないよう気をつける必要があります。
　大西　どうもありがとうございまし
た。

三井記念病院精神科部長
中　嶋　義　文

（聞き手　齊藤郁夫）

医療従事者のメンタルヘルスと働き方

　齊藤　医療従事者のメンタルヘルス、
主に医師の働き方について、うかがい
ます。
　医師の働き方は現況、どう認識され
ているのでしょうか。
　中嶋　医師は長時間労働が多い職業
です。実際、時間外労働が年1,860時間
以上という過労死レベルの医師が約１
割いることがわかっています。メンタ
ルヘルスの状況についても、我々は日
本医師会で６年おきに調査をしている
のですが、8.5％が中等度以上の抑うつ
状態にあることがわかっています。
　齊藤　先生は日本医師会の調査を担
当されているということですが、その
データについて説明いただけますか。
　中嶋　医師１万人に対する調査を６
年おきにやっていまして、その結果、
半数が2021年１年間の有給休暇取得数
が４日以下でこれは法律違反です。20
％は１日も取得していない。40％が平
均睡眠時間が６時間未満です。
　齊藤　医師のメンタルヘルスに関わ
る状況が良くないということですね。

　中嶋　はい。
　齊藤　医療従事者、医師のメンタル
ヘルスのための基本的な対策はどうで
すか。
　中嶋　実は2024年４月から医師の働
き方改革というものが行われます。追
加的健康確保措置と呼ばれるものが行
われるのですが、それは連続勤務時間
制限28時間、勤務間インターバル９時
間の確保、代償休息を与えることに加
えて、月の上限を超える場合には面接
指導を受ける必要が出てきます。この
面接指導は、疲労の程度と睡眠の状態、
それから心の柔軟性や、あるいはやり
がいのようなものをチェックしていく
ことが面接指導医に求められます。
　結局のところ、医療従事者のメンタ
ルヘルスのために必要なことは、６時
間以上の睡眠、確実な食事、それから
心の柔軟性、そしてやりがいが重要だ
ということです。個人的にもそういっ
た養生や、睡眠と食事、心の柔軟性や
やりがいを失わないといったことが大
切だと考えています。

職域精神保健の課題（Ⅳ）

52 （52） ドクターサロン67巻１月号（12 . 2022） ドクターサロン67巻１月号（12 . 2022） （53）  53

2301_HONBUN.indd   532301_HONBUN.indd   53 2022/12/09   14:492022/12/09   14:49



だければと思います。
　齊藤　措置となると、病院では聞き
慣れないと思いますが、時間外労働ゼ
ロとか、出張禁止とか、あるいは深夜
勤務なしなどでしょうか。
　中嶋　そうですね。業務の内容や時
間等をある程度具体的に制限するとい
うことは、現場でないとわからないで
すから、現場の上司、その部局に何ら
かの工夫をしていただく。そのうえで、
当該の疲労している医師に対して健康
のモニタリングを行っていくという両
方が必要になると思います。場合によ
っては産業医と同じように休養を命じ
る等のことがあってもおかしくはない
と思います。
　齊藤　医療関係者のこういった対策
は一般の企業と違って、患者さんの安
全にかかわるという面がありますね。
　中嶋　そのとおりです。医療安全の
ためにこのような制度が作られている
とご理解いただければと思います。
　齊藤　看護師などへの配慮は今どう
なっているのでしょうか。
　中嶋　すでに医師以外の医療従事者
に関しては、一般の労働者と同じよう
なルールによって制限がかかっている
と理解いただければと思います。
　齊藤　医師はこれまで例外扱いをさ
れていたのが本気モードになってきた
のですね。
　中嶋　全くそのとおりです。
　齊藤　ここ２年半ほどのコロナ禍で

の調査はありますか。
　中嶋　実は１万人調査において、医
療従事者への差別を受けた経験と、抑
うつとの関係で、医療従事者に対する
差別を経験するとメンタルヘルス、抑
うつが悪化することがわかりました。
したがって、医療従事者のみならず、
国民に医療従事者への理解と援助が必
要ではないかと考えています。
　齊藤　先生の今の調査、コロナ禍で
最前線で働いていた人と、バックアッ
プの人たちと、それぞれに特徴がある
のでしょうか。
　中嶋　実際にそういった新型コロナ
ウイルス感染症に対して最前線で働い
ていらっしゃった全体の10％程度の方、
それから40％程度おられるのですがサ
ポートに回っていた方、そういった関
与の程度と抑うつ等に関しては、今の
ところ関係は認められていません。や
はり個人側の要因が大きいと考えられ
ています。
　齊藤　うつ、不安、PTSDが多いと
いう成績も出ているようですね。
　中嶋　一般的に、医療従事者だけで
はなく、すべての国民がそういったか
たちで今回のコロナ禍による影響は受
けていると理解しています。
　齊藤　その中でも医療従事者は患者
さんに対処しているので、危険視され
ているということですね。
　中嶋　その経験がメンタルヘルスに
良くない。だから医療従事者を大切に

　齊藤　企業で長時間労働をやってい
る人たちと、上司、部下、同僚とのコ
ミュニケーション、あるいは仕事の裁
量について面接しますが、医師の面接
指導でも同じなのでしょうか。
　中嶋　先生のおっしゃるとおり、全
く同じです。ただし、医師の場合は医
療自体が医療安全という観点があるの
で、医療安全に影響する睡眠不足、慢
性睡眠負債といったものが非常に着目
されています。具体的には６時間以上
の睡眠が必要だということから、睡眠
が確実に取れているかを一般の疲労蓄
積度チェックリストとは別に、睡眠の
評価表等を使って確認することが求め
られるという点で、一般の長時間労働
者面接と、長時間労働医師面接指導と
はやや異なる点があります。
　齊藤　睡眠について客観性を持って
把握し、コントロールしていくという
ことですね。
　中嶋　そうですね。それが求められ
ている点が異なると思います。
　齊藤　かなり本気モードになってい
ますね。面接指導等が実際に病院等で
行われるのは、いつからですか。
　中嶋　おそらく2022年度中に長時間
労働医師の面接指導を担当する資格を
得るためのeラーニングが始められる
と思います。先ほど申し上げたように、
2024年４月からは本制度に基づく医師
の働き方改革が始まることを考えると、
2022年度中もしくは2023年度中にそう

いったeラーニングを修了し資格を持
った面接指導担当医師が相当数できま
す。かつ、国の要求では、同じ科や先
輩の医師が対応してはいけないという
ことになっていますので、そういう点
からも複数の医師、もしくは外部の医
師を面接指導担当医師として準備する
ことが求められると考えられています。
　齊藤　つまり、同じ部門の医師では、
言いたいことも言えないだろうという
ことですね。
　中嶋　そうですね。
　齊藤　かなりしっかりした体制を作
らなければいけないということでたい
へんですね。
　中嶋　そうですね。実際、我々の１ 
万人調査でも、４割を超える医師がこ
ういった具体的な追加的健康確保措置
の内容については知らないという現状
があります。厚生労働省をはじめとし
て国から各病院、各勤務医にこういっ
た情報発信が行われる必要があると思
っています。
　齊藤　この面接指導医は最終的に病
院の産業医と連携するのでしょうか。
　中嶋　そのとおりです。産業医と連
携して、また現場の上司等とも連携し
ながら、結果的には病院が疲れている
勤務医、長時間労働医師に対して具体
的に実効のある措置を行うきっかけを
作るという役割です。あくまでも面接
指導担当医師は面接担当をするだけで
すから、そういう始まりと考えていた
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だければと思います。
　齊藤　措置となると、病院では聞き
慣れないと思いますが、時間外労働ゼ
ロとか、出張禁止とか、あるいは深夜
勤務なしなどでしょうか。
　中嶋　そうですね。業務の内容や時
間等をある程度具体的に制限するとい
うことは、現場でないとわからないで
すから、現場の上司、その部局に何ら
かの工夫をしていただく。そのうえで、
当該の疲労している医師に対して健康
のモニタリングを行っていくという両
方が必要になると思います。場合によ
っては産業医と同じように休養を命じ
る等のことがあってもおかしくはない
と思います。
　齊藤　医療関係者のこういった対策
は一般の企業と違って、患者さんの安
全にかかわるという面がありますね。
　中嶋　そのとおりです。医療安全の
ためにこのような制度が作られている
とご理解いただければと思います。
　齊藤　看護師などへの配慮は今どう
なっているのでしょうか。
　中嶋　すでに医師以外の医療従事者
に関しては、一般の労働者と同じよう
なルールによって制限がかかっている
と理解いただければと思います。
　齊藤　医師はこれまで例外扱いをさ
れていたのが本気モードになってきた
のですね。
　中嶋　全くそのとおりです。
　齊藤　ここ２年半ほどのコロナ禍で

の調査はありますか。
　中嶋　実は１万人調査において、医
療従事者への差別を受けた経験と、抑
うつとの関係で、医療従事者に対する
差別を経験するとメンタルヘルス、抑
うつが悪化することがわかりました。
したがって、医療従事者のみならず、
国民に医療従事者への理解と援助が必
要ではないかと考えています。
　齊藤　先生の今の調査、コロナ禍で
最前線で働いていた人と、バックアッ
プの人たちと、それぞれに特徴がある
のでしょうか。
　中嶋　実際にそういった新型コロナ
ウイルス感染症に対して最前線で働い
ていらっしゃった全体の10％程度の方、
それから40％程度おられるのですがサ
ポートに回っていた方、そういった関
与の程度と抑うつ等に関しては、今の
ところ関係は認められていません。や
はり個人側の要因が大きいと考えられ
ています。
　齊藤　うつ、不安、PTSDが多いと
いう成績も出ているようですね。
　中嶋　一般的に、医療従事者だけで
はなく、すべての国民がそういったか
たちで今回のコロナ禍による影響は受
けていると理解しています。
　齊藤　その中でも医療従事者は患者
さんに対処しているので、危険視され
ているということですね。
　中嶋　その経験がメンタルヘルスに
良くない。だから医療従事者を大切に

　齊藤　企業で長時間労働をやってい
る人たちと、上司、部下、同僚とのコ
ミュニケーション、あるいは仕事の裁
量について面接しますが、医師の面接
指導でも同じなのでしょうか。
　中嶋　先生のおっしゃるとおり、全
く同じです。ただし、医師の場合は医
療自体が医療安全という観点があるの
で、医療安全に影響する睡眠不足、慢
性睡眠負債といったものが非常に着目
されています。具体的には６時間以上
の睡眠が必要だということから、睡眠
が確実に取れているかを一般の疲労蓄
積度チェックリストとは別に、睡眠の
評価表等を使って確認することが求め
られるという点で、一般の長時間労働
者面接と、長時間労働医師面接指導と
はやや異なる点があります。
　齊藤　睡眠について客観性を持って
把握し、コントロールしていくという
ことですね。
　中嶋　そうですね。それが求められ
ている点が異なると思います。
　齊藤　かなり本気モードになってい
ますね。面接指導等が実際に病院等で
行われるのは、いつからですか。
　中嶋　おそらく2022年度中に長時間
労働医師の面接指導を担当する資格を
得るためのeラーニングが始められる
と思います。先ほど申し上げたように、
2024年４月からは本制度に基づく医師
の働き方改革が始まることを考えると、
2022年度中もしくは2023年度中にそう

いったeラーニングを修了し資格を持
った面接指導担当医師が相当数できま
す。かつ、国の要求では、同じ科や先
輩の医師が対応してはいけないという
ことになっていますので、そういう点
からも複数の医師、もしくは外部の医
師を面接指導担当医師として準備する
ことが求められると考えられています。
　齊藤　つまり、同じ部門の医師では、
言いたいことも言えないだろうという
ことですね。
　中嶋　そうですね。
　齊藤　かなりしっかりした体制を作
らなければいけないということでたい
へんですね。
　中嶋　そうですね。実際、我々の１ 
万人調査でも、４割を超える医師がこ
ういった具体的な追加的健康確保措置
の内容については知らないという現状
があります。厚生労働省をはじめとし
て国から各病院、各勤務医にこういっ
た情報発信が行われる必要があると思
っています。
　齊藤　この面接指導医は最終的に病
院の産業医と連携するのでしょうか。
　中嶋　そのとおりです。産業医と連
携して、また現場の上司等とも連携し
ながら、結果的には病院が疲れている
勤務医、長時間労働医師に対して具体
的に実効のある措置を行うきっかけを
作るという役割です。あくまでも面接
指導担当医師は面接担当をするだけで
すから、そういう始まりと考えていた
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してほしいということは強く申し上げ
たいと思います。
　齊藤　医療従事者のお子さんが保育
園に来るときに嫌がられるとか、そう
いった話もありましたね。
　中嶋　はい。
　齊藤　これは国民全体の問題として
理解していただきたいということでし
ょうか。

　中嶋　ぜひ医療従事者を大切にして
いただきたいと思っております。
　齊藤　そういったことを含めて医療
従事者のメンタルヘルス対策が、本気
モードで進んでいるという状況なので
すね。
　中嶋　はい。
　齊藤　どうもありがとうございまし
た。

　日本でも広く知られるようになった
“Black Lives Matter”という表現で
すが、米国には“Blue Lives Matter”
という表現を使ってこの“Black Lives 
Matter”に反論する人々も存在しま
す。読者の皆さんはこの“Blue Lives 
Matter”の意味がわかるでしょうか？
　この意味を理解するためには、まず
英語のblue bloodという表現を理解する
必要があります。“She has blue blood.”
のように使われるこのblue bloodとい
う表現は、「高貴な血筋」を意味します。
その語源は「王家の人間は肌の色が白
いので血管が青く浮かんで見える」と

いうものです。また英語にはthin red 
lineという表現がありますが、これは
「戦争の最前線を少数の精鋭部隊が死
守した」という逸話から生まれた表現
で、「誇りを持って大勢と対峙する少
数の勇者」というイメージを持ちます。
そしてこの thin red lineから「治安を
維持する警察や（主に白人の）警察官」
を意味するthin blue lineという表現が
生まれました。ここから英語のblueに
は「（主に白人の）警察官」というイメ
ージが定着し、米国では“Blue Bloods”
というタイトルのテレビドラマも生ま
れました。このタイトルにはblue blood

押　味　貴　之
国際医療福祉大学医学部医学教育統括センター准教授
国際医療福祉大学大学院「医療通訳・国際医療マネジメント分野」分野責任者
日本医学英語教育学会理事

【連載企画】

知って楽しい
「教

た し な み

養」としての医学英語

第10回　血液に関する英語表現
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